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項   目 主な取組み状況等 所      見 所見に対する回答 

○ 地震などの大規

模災害時における

旅客の避難誘導・帰

宅困難者対応に関

する事項 
（１）地震などの大規

模災害時におけ

る対応体制 
 

 
 

 

 

 

・ 小田急電鉄株式会社（以下「小田急電

鉄」という。）では、地震などの大規模

災害発生時における会社全体の対応と

して危機管理規則、大規模地震が発生し

た場合の具体的な対応を定めた大規模

地震緊急時対応計画等を策定している。

危機管理規則では、会社が設置する地震

計が、震度６弱以上の地震動もしくは２

５０ガル以上の地表加速度を検知した

場合に、社長を本部長とする総合対策本

部を設置するとともに、具体的な対応を

検討するため、当該本部の中に鉄道対策

検討チームを設置することとしている。

  また、安全・安心で災害に強い鉄道を

実現し、公共輸送機関としての使命を達

成することを目的として、鉄道防災計画

を策定しており、本計画は、以下の事項

で構成されている。 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも、利用者の安全確

保の観点から、万全な態勢を

整えるべく取り組んでいく

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

・ 利用者の安全確保を 優

先に、適宜、規則類の見直

しを行ない、引き続き、万

全な態勢を整えるべく取り

組んでまいります。 
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・ 想定される地震に対する被害を未然

に防止・軽減するための、施設・設備

の整備、従業員の配置及び緊急輸送等

に係る基本事項を定めた地震災害予

防計画 

・ 地震発生直後の初動対応から運転再

開に向けた取扱に至るまでの各段階

における体制、取扱い等の基本的事項

を定めた地震災害対応計画 

・ 東海地震注意情報発表・東海地震警

戒宣言発令時における取扱を定めた

東海地震に係る地震防災計画 

 

なお、本計画は、東北地方太平洋沖地

震発生時において、携帯電話等の通信手

段が繋がりにくく、社員の参集が困難だ

ったという経験を踏まえて、東京２３

区、神奈川県いずれか、もしくは両方に

おいて震度６弱以上の地震が発生した

場合、所属長と連絡が取れない場合で

も、特別の理由がある場合を除き、あら

かじめ各部で定めた場所に出動するよ

う自動参集の基準を追加したところで

ある。 

 

・ さらに、各管区においては、地震発生

時等において、旅客及び従業員の安全確
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保、発災後の早期輸送の確保を目的とし

て、「管区地震対策」を策定しており、

旅客の避難誘導方法、鉄道現地対策チー

ムの設置、役割分担等を定めている。 

 

・ 平成２４年度における避難誘導訓練に

ついては、自治体、警察、消防等と連携

した合同訓練を１３回実施したほか、会

社全体で２回、各管区においても９回の

訓練を実施している。また、防災の日に

あわせて、全管区において、広域避難場

所への誘導経路を歩行した確認や机上

教育も実施している。 

 

（２）東北地方太平洋

沖地震の発生時

における対応 
 

・ 平成２３年３月１１日１４時４６分に

東北地方太平洋沖地震が発生したが、地

震発生時において、会社が設置した地震

計のガル値が規制値を超えていたため、

指令員が全列車を緊急停止させた。その

後、小田急電鉄では、１５時２５分に総

合対策本部及び鉄道対策検討チームを

設置し、利用者の安全確保、施設の被害

状況の把握、運行再開及び終夜運転の実

施を行ったところである。 

 具体的には、駅間に停止した列車３３

本のうち２４本については、徐行で次駅

まで移動するとともに、前方の駅に列車

  



4 

が停止していた等のため駅まで移動さ

せることができなかった列車９本につ

いては、安全を確認した上で、その場で

旅客を降車させ 寄り駅まで徒歩誘導

を行った。 終的に、降車誘導が終わっ

たのは１８時頃であった。 

・ 駅においては、地震発生直後から運転

見合わせの案内を随時実施したが、各駅

では滞留者が発生した。特に、新宿駅で

は、１８時頃からコンコースが混雑し、

２０時過ぎに混雑のピークとなったが、

「新宿区防災無線」により都庁１階が解

放された旨の連絡を受け、当該施設に誘

導したところ、混雑が収束した。他社も

含めた新宿駅全体では、推計で約４００

０人の滞留者が発生した。 

・ 運転再開については、各路線において

徒歩点検による安全確認を実施し、点検

終了区間から列車の試運転を行い、２４

時００分には運転を再開し、終夜運転を

実施した。なお、大津波警報が発令され

た江ノ島線藤沢～片瀬江ノ島間は、３月

１２日１８時１６分に運転再開した。 

 

（３）東北地方太平洋

沖地震発生時の

対応を踏まえた

・ 小田急電鉄においては、東北地方太平

洋沖地震の発生時に上記対応により、利

用者の安全確保等を図ったところであ

・ 左に示したとおり、小田急

電鉄においては、一時待機場

所の確保、飲料水等の備蓄品

・ 備蓄品の種類については、

「首都直下地震帰宅困難者

等対策協議会」において策
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改善策 

 

るが、その後の社内における検証の結

果、帰宅困難者への対応、利用者への運

行情報の提供等の課題が明らかになり、

以下の対策を講じているところである。

 

・ 駅における一時待機場所について

は、全７０駅において一時待機スペー

スを検証し、スペースの確保ができな

い７駅を除いた６３駅において合計

で約１３，０００人分のスペースを確

保した。 

・ 飲料水等の備蓄品については、全７

０駅で約２５，０００人分を配備し

た。備蓄品の１人当たりの数量は、飲

料水１本、レスキューシート２枚であ

る。このほか、駅構内の自動販売機に

ついて、平成２４年５月から飲料メー

カーの協力も得て、災害時に無料で飲

料が提供できる災害時対応飲料自動

販売機に置き換えており、現在、３０

駅４５台設置している。今後、全駅へ

の設置を目指す方針である。 

・ 運行情報については、東北地方太平

洋沖地震の発生時、運転再開見込み等

の情報提供が遅れたため、部門横断メ

ンバーにより検討を行い、平成２３年

１０月に「異常時情報提供ガイドライ

の配備、災害時対応自動販売

機の設置、情報提供の充実な

ど様々な改善策を講じてい

るところである。しかしなが

ら、備蓄品の種類について

は、現在、飲料水とレスキュ

ーシートのみとなっている。

災害時においては、食料の不

足や水道管の破裂等により

トイレが使用できなくなる

などの事態も想定されるた

め、簡易食料や簡易トイレ等

備蓄品の種類の追加につい

て、引き続き検討の上、取り

組むことが期待される。 

 

・ また、平成２４年９月１０

日、内閣府及び東京都が共催

し、総務省、国土交通省、首

都圏の地方自治体や放送・通

信・輸送等関連事業者が参加

する「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」において

終報告がとりまとめられ、大

規模災害時における帰宅困

難者発生により生じる社会

的混乱を防止するため、 

定されたガイドラインを踏

まえ、引き続き検討の上、

積極的・計画的に取り組ん

でまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ン」等のマニュアルを策定した。ガイ

ドラインは、運転再開見込みを１０分

以内に伝えること、次列車の到着（出

発）見込みを具体的に伝えること、振

替輸送は具体的（経路・主要時間）に

案内すること等を内容としている。さ

らに、平成２４年４月より公式

Twitter アカウントによる列車運行状

況の配信を行うとともに、ＬＣＤによ

る「運行情報ディスプレイ」を主要１

６駅に２０台設置し、大規模災害時に

はＮＨＫの報道番組を放送すること

ができるなど、情報提供の充実を図っ

ている。 

・ 東北地方太平洋沖地震発生時、社内

及び外部機関との通信が繋がりにく

く、相互連絡に支障をきたしたため、

警視庁とのホットライン「緊急時直通

通話線システム」の設置、衛星携帯電

話の増備等を行うこととした。 

・ 関係地方自治体、警察、消防、周辺

企業と合同で新宿駅、多摩センター駅

等において、駅構内から一時滞在施設

への誘導、情報提供等を内容とした帰

宅困難者対策訓練を実施するととも

に、駅周辺の協議会に参加し、対策の

取組みを進めている。 

・ 「大規模な集客施設及び

駅等における利用者保護ガ

イドライン」（大規模な集客

施設や駅等の事業者が利用

者保護を適切に行うための

参考となる手順等を示した

もの） 

・ 「駅前滞留者対策ガイド

ライン」（駅周辺の事業者や

学校等からなる駅前滞留者

対策協議会を設置しようと

する地方公共団体におい

て、地域の行動ルールに基

づき混乱を防止する共助の

取組を円滑に実施する際の

参考となる手順等の具体的

な内容を示したもの） 

などが策定された。 

 

・ この 終報告を踏まえ、鉄

道事業者自ら取り組むこと

が可能な事項については、引

き続き積極的・計画的に取り

組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」において

策定されたガイドラインを

踏まえ、鉄道事業者として

自ら取り組むことが可能な

事項について、積極的・計

画的に取り組みます。 

 



7 

 ・ また、一時待機場所につい

ては利用者を円滑に誘導で

きるよう駅係員に周知徹底

し、備蓄品については大規模

災害発生時に容易に配布で

きるようにするとともに適

切な方法で管理することに

より、大規模災害発生時に即

応できる態勢を整えること

を期待する。 

 

・ さらに、小田急電鉄におい

ては、新宿区、神奈川県で自

治体、警察、消防、周辺事業

者等を構成員とした協議会

等に参加し帰宅困難者対策

を協議しているところであ

る。今後とも、他の自治体に

おいて協議会等が設置され、

小田急電鉄に対して参加要

請があった場合には、積極的

に参加するとともに、利用者

の安全確保など鉄道事業者

として取り組むべき事項に

ついては、積極的にその役割

を果たすことが必要である。

 

・ 一時待機場所については、

適切な誘導ができるよう、

係員への教育・訓練を通じ

て周知・徹底を図ってまい

ります。また、備蓄品につ

いても容易に配布できるよ

うにするとともに適切に管

理し、災害発生時に即応で

きる態勢を整えてまいりま

す。 

 

・ 今後とも、沿線自治体、

警察署、消防署、周辺事業

者間の協議会が設置された

場合は、積極的に参加し、

鉄道事業者として取り組む

べき事項についてその役割

を果たしてまいります。 

 


